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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第63期

第１四半期累計期間
第64期

第１四半期累計期間
第63期

会計期間
自 平成25年３月21日
至 平成25年６月20日

自 平成26年３月21日
至 平成26年６月20日

自 平成25年３月21日
至 平成26年３月20日

営業収益 (千円) 2,343,769 2,284,278 9,185,251

経常利益又は経常損失（△） (千円) 52,964 24,052 △14,340

四半期純利益又は当期純損失
（△）

(千円) 30,176 12,757 △126,153

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― － －

資本金 (千円) 1,140,000 1,140,000 1,140,000

発行済株式総数 (株) 7,560,000 7,560,000 7,560,000

純資産額 (千円) 6,844,020 6,631,041 6,650,675

総資産額 (千円) 8,923,095 8,777,179 8,587,088

１株当たり四半期純利益金額又
は当期純損失金額（△）

(円) 4.01 1.69 △16.75

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 10.00

自己資本比率 (％) 76.7 75.5 77.4
 

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」について重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政権主導による金融政策、財政政策等に支えられ、企業業績が改

善傾向にあり、景気回復の兆しが見られましたが、厳しい雇用情勢や消費税増税による景気減速懸念から個人消費

は厳しい状況が続いております。

当第１四半期累計期間は、前年同四半期と比較して、営業収益は若干減少しました。また経常利益は、車両の代

替えが増えたことにより、減価償却費が増加し、減益となりました。

その結果、営業収益は2,284百万円（前年同四半期比2.5％減）、経常利益は24百万円（前年同四半期比54.6％

減）、四半期純利益は12百万円（前年同四半期比57.7％減）となりました。

また、事業別の営業実績は次のとおりであります。

 

営業実績

区分

第63期第１四半期累計期間
(自 平成25年３月21日
至 平成25年６月20日)

第64期第１四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
至 平成26年６月20日)

営業収益
前年同期比
（％）輸送屯数(千屯) 営業収益(千円) 輸送屯数(千屯) 営業収益(千円)

貨物運送事業 240 1,875,427 231 1,812,303 △3.4

倉庫事業 － 434,772 － 439,729 1.1

その他事業 － 33,569 － 32,245 △3.9

合計 240 2,343,769 231 2,284,278 △2.5
 

(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２ 当第１四半期累計期間の貨物運送事業における輸送屯数のうち、傭車によるものは 120千屯であります。

また傭車による収入は 937,175千円であります。

 

(2) 財政状態の分析

流動資産は、3,322百万円(前期末比7.4%増、227百万円増)となり、そのうち現金及び預金は、1,646百万円(前期

末比129百万円増)となりました。

固定資産は、5,454百万円(前期末比0.7%減、37百万円減)となり、そのうち有形固定資産は、4,995百万円（前期

末比16百万円減）となりました。

流動負債は、1,592百万円(前期末比15.8%増、216百万円増)となり、そのうち営業未払金は、593百万円（前期末

比28百万円増）となりました.

固定負債は、553百万円(前期末比1.3%減、7百万円減)となり、そのうち長期借入金は、121百万円（前期末比4百

万円減）となりました。

純資産の部は、6,631百万円（前期末比0.3%減、19百万円減）となり、そのうち利益剰余金は、4,350百万円（前

期末比24百万円減）となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた問題

はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 22,000,000

計 22,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月１日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,560,000 7,560,000
名古屋証券取引所
市場第二部

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 7,560,000 7,560,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年３月21日～
平成26年６月20日

－ 7,560,000 － 1,140,000 － 1,120,000
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

大宝運輸株式会社(E04217)

四半期報告書

 5/14



 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年３月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

32,000
－ －

完全議決権株式(その他)
普通株式

7,452,000
7,452 －

単元未満株式
普通株式

76,000
－ －

発行済株式総数 7,560,000 － －

総株主の議決権 － 7,452 －
 

(注) 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成26年３月20日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

② 【自己株式等】

  平成26年３月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
大宝運輸株式会社

名古屋市中区金山五丁目
３番17号

32,000 － 32,000 0.4

計 － 32,000 － 32,000 0.4
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成26年３月21日から平成26年

６月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年３月21日から平成26年６月20日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

    資産基準　　　　　0.6％

　　売上高基準　  　　0.1％

　  利益基準　　　　　3.8％

　  利益剰余金基準　　0.8％

      ※　会社間項目の消去前の数値により算出しております。　 
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年３月20日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,516,214 1,646,039

  受取手形及び営業未収入金 1,425,660 1,481,521

  貯蔵品 14,741 12,728

  その他 143,063 186,856

  貸倒引当金 △4,400 △4,200

  流動資産合計 3,095,279 3,322,946

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 5,083,259 5,088,519

    減価償却累計額 △3,725,017 △3,753,662

    建物及び構築物（純額） 1,358,242 1,334,857

   機械装置及び運搬具 2,599,456 2,608,431

    減価償却累計額 △2,274,679 △2,272,272

    機械装置及び運搬具（純額） 324,777 336,159

   土地 3,255,738 3,255,738

   その他 228,348 227,812

    減価償却累計額 △155,260 △159,511

    その他（純額） 73,087 68,300

   有形固定資産合計 5,011,846 4,995,056

  無形固定資産 46,851 43,843

  投資その他の資産   

   投資有価証券 240,952 248,776

   差入保証金 91,896 64,021

   その他 100,593 102,866

   貸倒引当金 △330 △330

   投資その他の資産合計 433,111 415,333

  固定資産合計 5,491,808 5,454,232

 資産合計 8,587,088 8,777,179
 

 

EDINET提出書類

大宝運輸株式会社(E04217)

四半期報告書

 8/14



 

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年３月20日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月20日)

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 565,530 593,800

  1年内返済予定の長期借入金 19,680 19,680

  未払法人税等 24,676 16,929

  賞与引当金 182,418 269,088

  役員賞与引当金 5,000 3,750

  その他 578,302 689,234

  流動負債合計 1,375,607 1,592,482

 固定負債   

  長期借入金 126,120 121,200

  退職給付引当金 137,509 131,024

  役員退職慰労引当金 165,847 166,872

  その他 131,327 134,559

  固定負債合計 560,804 553,655

 負債合計 1,936,412 2,146,137

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,140,000 1,140,000

  資本剰余金 1,120,000 1,120,000

  利益剰余金 4,375,098 4,350,216

  自己株式 △11,389 △11,629

  株主資本合計 6,623,709 6,598,587

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 26,966 32,454

  評価・換算差額等合計 26,966 32,454

 純資産合計 6,650,675 6,631,041

負債純資産合計 8,587,088 8,777,179
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成25年３月21日
　至 平成25年６月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
　至 平成26年６月20日)

営業収益 2,343,769 2,284,278

営業原価 2,207,544 2,168,161

営業総利益 136,225 116,116

販売費及び一般管理費 89,559 97,603

営業利益 46,666 18,512

営業外収益   

 受取利息 116 184

 受取配当金 481 4,154

 受取保険金 3,725 －

 その他 2,516 1,398

 営業外収益合計 6,839 5,737

営業外費用   

 支払利息 541 191

 その他 － 4

 営業外費用合計 541 196

経常利益 52,964 24,052

特別利益   

 固定資産売却益 3,900 5,211

 特別利益合計 3,900 5,211

特別損失   

 固定資産除却損 34 0

 特別損失合計 34 0

税引前四半期純利益 56,830 29,264

法人税、住民税及び事業税 29,500 13,000

法人税等調整額 △2,846 3,507

法人税等合計 26,653 16,507

四半期純利益 30,176 12,757
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(四半期貸借対照表関係)

偶発債務

当社が加入する複数事業主制度の「愛知県トラック事業厚生年金基金」は、平成26年２月27日開催の代議員

会で特例解散の方針を決議しております。当方針決議により、同基金解散に伴う損失の発生が見込まれます

が、不確定要素が多いため金額を合理的に算定することができません。

 

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累

計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間

(自 平成25年３月21日
至 平成25年６月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
至 平成26年６月20日)

減価償却費 62,506千円 70,715千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成25年３月21日 至 平成25年６月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月12日
定時株主総会

普通株式 37,655 ５ 平成25年３月20日 平成25年６月13日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。
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当第１四半期累計期間(自 平成26年３月21日 至 平成26年６月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月13日
定時株主総会

普通株式 37,639 ５ 平成26年３月20日 平成26年６月16日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成25年３月21日 至 平成25年６月20日)

当社の主たる事業は物流事業であり、その他の事業の売上高、利益等の金額は、全事業セグメントの合計額に

占める割合が著しく低いため、記載を省略しております。

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成26年３月21日 至 平成26年６月20日)

当社の主たる事業は物流事業であり、その他の事業の売上高、利益等の金額は、全事業セグメントの合計額に

占める割合が著しく低いため、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成25年３月21日
至 平成25年６月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年３月21日
至 平成26年６月20日)

　　１株当たり四半期純利益金額 ４円01銭 １円69銭

 　 (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 30,176 12,757

   普通株主に帰属しない金額(千円) － －

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 30,176 12,757

   普通株式の期中平均株式数(千株) 7,531 7,527
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年７月31日

 

大宝運輸株式会社

取締役会　御中

 
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柏　木　勝　広　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岸　田　好　彦　　印
 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大宝運輸株式会

社の平成26年３月21日から平成27年３月20日までの第64期事業年度の第１四半期会計期間（平成26年３月21日から平成

26年６月20日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年３月21日から平成26年６月20日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、大宝運輸株式会社の平成26年６月20日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

強調事項

注記事項（四半期貸借対照表関係）偶発債務に記載されているとおり、会社が加入する複数事業主制度の「愛知県ト

ラック事業厚生年金基金」は、平成26年２月27日開催の代議員会で特例解散の方針を決議している。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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